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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、業績に連動した安定的な配当を実施することで、株主の皆様に対する利益還元の実現を目指すことを配当

の基本方針としておりますが、2025年５月８日開催の臨時取締役会にて、配当性向の基準については、40％以上を
目安とすることに変更し、かつ、安定的な累進配当（＊）を行う旨の決議をいたしました。

（＊）累進配当とは、原則として減配せず、配当の維持もしくは増配を行う配当政策のことを指す。

これを受け、当期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりといた
したいと存じます。

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式１株につき 46円
配当総額 1,275,953,106円

剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月24日

以上により、すでに実施済の中間配当金１株につき17円とあわせまして、当期の年間配当金は１株につき63円、
連結配当性向は40.6％となります。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
当社取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の松崎善則、木村竜哉、中澤健夫およ

び田中和安の４氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いいた
したいと存じます。なお、本議案に関しては、指名・報酬等委員会へ諮問し、答申を受けております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏 名 当社における地位および担当

1 まつ ざき よし のり

松崎 善則 代表取締役 社長執行役員 CEO 再 任

2 き むら たつ や

木村 竜哉 取締役 専務執行役員 再 任

3 なか ざわ たけ お

中澤 健夫 取締役 常務執行役員 CFO
管理本部 本部長 再 任

4 た なか かず やす

田中 和安 取締役 常務執行役員
開発本部 本部長 再 任

再 任 再任取締役候補者
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1
候補者
番 号

ま つ ざ き よ し の り

松 崎 善 則
1974年２月22日生

再 任

取締役会への
出席状況 18/18回（100％）

所有する
当社株式の数 23,933株

略歴、当社における地位、担当 重要な兼職の状況

1998年 4月 当社入社
2005年 10月 当社UA本部 UA販売部 部長
2008年 4月 当社BY本部 副本部長 兼 事業戦略部 部長
2012年 4月 当社第一事業統括本部 BY本部 本部長
2012年 7月 当社執行役員 第一事業統括本部 BY本部 本部長
2014年 4月 当社上席執行役員 第一事業統括本部 BY本部

本部長
2018年 4月 当社上席執行役員 第一事業本部 本部長
2018年 6月 当社取締役 常務執行役員 第一事業本部 本部長
2020年 11月 当社取締役 副社長執行役員 第一事業本部 本部長
2021年 4月 当社代表取締役 社長執行役員 CEO（現任）

株式会社コーエン 代表取締役 会長
台湾聯合艾諾股份有限公司 董事長
悠艾（上海）商貿有限公司 董事長

取締役候補者の選任理由

当社入社以降、店長としてキャリアを重ね、BY本部 本部長としてBY事業の発展に寄与してきた同氏は、2018年６月に取締役に就
任し、トレンドマーケット向けの全事業を統括する第一事業本部 本部長として、当社の主力事業をけん引してまいりました。そして、
2021年４月に代表取締役 社長執行役員に就任した後は、強いリーダーシップを発揮して、当社グループの経営の最高意思決定および
業務執行の統括を担ってまいりました。また、2025年３月期においては、中期経営計画の２年目として、各種施策実施の基盤となる既
存事業の収益性の向上を実現し、台湾子会社の安定的な成長および上海子会社の本格稼働に向けた指揮をいたしました。

以上の経歴・実績等により、中期経営計画最終年度の達成に向け、当社グループの経営全体を統括するにふさわしいものとして、引
き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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2
候補者
番 号

き む ら た つ や

木 村 竜 哉
1976年10月７日生

再 任

取締役会への
出席状況 18/18回（100％）

所有する
当社株式の数 12,350株

略歴、当社における地位、担当 重要な兼職の状況

2002年 1月 当社入社
2008年 4月 当社GLR本部 販売統括部 部長
2011年 7月 当社第二事業統括本部 GLR本部 副本部長

兼 販売統括部 部長
2016年 4月 当社執行役員 GLR本部 本部長
2017年 4月 当社上席執行役員 GLR本部 本部長
2018年 4月 当社上席執行役員 第二事業本部 本部長
2018年 6月 当社取締役 常務執行役員 第二事業本部 本部長
2020年 11月 当社取締役 専務執行役員 第二事業本部 本部長
2021年 4月 当社取締役 専務執行役員 COO
2024年 4月 当社取締役 専務執行役員（現任）

株式会社コーエン 代表取締役 社長

取締役候補者の選任理由

当社入社以降、店長としてキャリアを重ね、GLR本部 本部長としてGLR事業の発展に寄与してきた同氏は、2018年６月に取締役に
就任し、ミッド・トレンドマーケット向けの全事業を統括する第二事業本部 本部長として、当社の主力事業をけん引してまいりまし
た。そして、2021年４月より、COO（チーフ オペレーティング オフィサー）として、当社のサプライチェーンに関わる業務執行の
統括を担い、商品調達のデジタル化や新たな商品管理基幹システムへの移行をはじめ、当社インフラのDXを推進し、業務効率および
業務生産性の向上に寄与するとともに、子会社である株式会社コーエンの代表取締役として、同社の再成長の基盤構築を推進してまい
りました。

以上の経歴・実績等により、中期経営計画最終年度の達成に向け、当社グループの企業価値の向上を推進するにふさわしいものとし
て、引き続き取締役として選任するものであります。
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3
候補者
番 号

なか ざわ たけ お

中 澤 健 夫
1971年５月８日生

再 任

取締役会への
出席状況 18/18回（100％）

所有する
当社株式の数 6,138株

略歴、当社における地位、担当 重要な兼職の状況

2004年 7月 当社入社
2010年 4月 当社管理本部 財務経理部 部長
2020年 4月 当社執行役員 財務経理部、計画管理部 担当
2021年 4月 当社執行役員 CFO 管理本部 本部長
2023年 6月 当社取締役 常務執行役員 CFO 管理本部

本部長（現任）

―

取締役候補者の選任理由

当社入社以降、一貫して財務・経理部門にてキャリアを重ね、的確な投資判断やリスクコントロール等、当社の財務基盤の整備に寄
与してきた同氏は、2023年６月に取締役に就任し、CFO（チーフ ファイナンシャル オフィサー）として当社のリスクマネジメント
や管理会計を含む全社の管理機能の統括を担いながら、財務領域の経験および専門知識を元に財務面の安定を維持してまいりました。

以上の経験・実績等により、中期経営計画最終年度の達成および全社の資本効率向上による企業価値の最大化に向け、当社グループ
の財務・ガバナンス領域全般を統括するにふさわしいものとして、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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4
候補者
番 号

た なか かず やす

田 中 和 安
1967年３月17日生

再 任

取締役会への
出席状況 18/18回（100％）

所有する
当社株式の数 7,438株

略歴、当社における地位、担当 重要な兼職の状況

2008年 11月 当社入社 UA本部 副本部長
兼 UA本部 ウィメンズ商品部 部長

―

2013年 4月 当社執行役員 第一事業統括本部 第一SBU本部 本部長
2015年 4月 当社執行役員 第一事業統括本部 第一SBU本部 本部長 兼 UA本部 副本部長
2016年 4月 当社執行役員 UA本部 本部長
2018年 4月 当社執行役員 第一事業本部 副本部長
2019年 4月 当社上席執行役員 第一事業本部 副本部長
2021年 4月 当社執行役員 営業統括本部 本部長
2022年 4月 当社執行役員 CMO 新規開発室 室長
2023年 6月 当社取締役 常務執行役員 CMO 新規開発室 室長
2023年 10月 当社取締役 常務執行役員 CMO 開発本部 本部長
2024年 4月 当社取締役 常務執行役員 開発本部 本部長（現任）

取締役候補者の選任理由
当社入社以降、UA事業やSBU事業の責任者としてキャリアを重ね、同業他社での事業責任者や当社の関係会社における経営経験も

活かしながら、当社のウィメンズレーベルの躍進に大きく貢献してきた同氏は、2021年４月に執行役員 営業統括本部 本部長に就任
し、サプライチェーンの整備や組織改革等を通じて、当社の主力事業をけん引してまいりました。そして、当社の商品価値を高めるべ
く商品企画開発機能の統括を担い、収益力向上の視点から、全社の適正な商品調達を推進してまいりました。また、新規事業開発部門
を統括し、国内外のアパレルブランドの開拓、非アパレル事業の具現化に向けた施策を実施いたしました。

以上の経歴・実績等により、中期経営計画最終年度の達成に向け、当社グループの新規事業開発全般を統括するにふさわしいものと
して、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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（注）１．取締役候補者松崎善則氏は、株式会社コーエンの代表取締役会長、台湾聯合艾諾股份有限公司の董事長および悠艾（上海）商貿有限
公司の董事長を、取締役候補者木村竜哉氏は、株式会社コーエンの代表取締役社長をそれぞれ兼務しており、当社はこれらの会社と
の間に業務委託取引等の関係があります。その他、各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．当社は、保険会社との間で、当社および当社子会社の全ての役員等を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠
償責任保険契約を締結しており、被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることに
よって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、法令に違反することを認識しながら行
った行為に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免責事由があります。なお、本議案における各取締役候補者はすでに当該
保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、当該保険契約に係る保険料は当社が全額を負担し
ており、当該保険契約は各取締役候補者の選任後に同一の内容で更新予定であります。
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠と

して、予め補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。また、監査等委員である取締役各氏において検

討がなされましたが、意見はございませんでした。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

たん さと し

丹 智 司
1966年５月10日生

所有する
当社株式の数 18,764株

略歴、当社における地位、担当 重要な兼職の状況

1998年 12月 当社入社
2003年 2月 当社IR・広報部 部長
2009年 4月 当社計画管理室 室長
2018年 4月 当社執行役員 計画管理部 担当 兼 IR広報部 部長
2020年 4月 当社執行役員 IR広報部、総務法務部、経営企画部、

サステナビリティ推進部 担当 兼 サステナビリティ
推進部 部長

2022年 4月 当社執行役員 CSO 経営戦略本部 本部長（現任）

―

取締役候補者の選任理由

当社入社以降、経理部門にて業務に従事した後、長らくIR部門の責任者として当社のIR活動の発展に寄与してまいりました。2018
年４月に執行役員に就任し、IRに加え、広報、計画管理、総務法務、経営企画、サステナビリティ推進部門の統括責任者を務めてきた
ことにより、当社の戦略領域および管理領域における豊富な知見を有しており、当該知見を活かした取締役の職務執行に対する監督、
助言等が期待できることから、補欠の監査等委員である取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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（注）１．補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、執行役員業務の委任取引の関係があります。なお、監査等委員である取締
役に就任する場合は、当該委任取引の関係は終了することとなります。

２．候補者丹智司氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としてお
ります。

３．当社は、保険会社との間で、当社および当社子会社のすべての役員等を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約を締結しており、被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けること
によって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、法令に違反することを認識しながら
行った行為に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免責事由があります。なお、候補者丹智司氏が監査等委員である取締役
に就任した場合、当該保険契約の被保険者となり、当該保険契約に係る保険料は当社が全額を負担いたします。

以上
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（ご参考）取締役および執行役員の専門性と経験（スキルマトリックス）

本定時株主総会終了後の経営体制

◎：主に担当する領域／〇：知見を有する領域

企業経営店舗運営
お客様対応

商品調達
SCM

ブランディング
マーケティング

R&D
新規事業開発 EC 物流 ICT

DX
人事

人材開発
法務

リスクコンプライアンス
ガバナンス

財務
会計
税務

グローバルサステナビリティ

取
締
役

取締役 CEO 松 崎 善 則 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 ◎ 〇

取締役 木 村 竜 哉 ◎ 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇

取締役 CFO 中 澤 健 夫 ◎ ◎ ◎ ◎

取締役 田 中 和 安 ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇

社外取締役 西 脇 徹 〇 〇 〇

社外取締役 倉 橋 雄 作 〇

社外取締役 鷹 野 志 穂 〇 〇

執
行
役
員

CCO （＊1） 松 本 真 哉 〇 ◎ ◎ 〇 ◎

CIO （＊2） 鈴 村 裕 司 〇 〇 ◎

CSO （＊3） 丹 智 司 〇 〇 ◎

CHRO （＊4） 山崎万里子 〇 ◎

CLO （＊5） 谷 川 直 樹 ◎ ◎ ◎ 〇

（＊1） CCO ：チーフ クリエイティブ オフィサ―の略称
（＊2） CIO ：チーフ インフォメーション オフィサーの略称
（＊3） CSO ：チーフ サステナビリティ オフィサーの略称
（＊4） CHRO：チーフ ヒューマンリソース オフィサーの略称
（＊5） CLO ：チーフ ロジスティクス オフィサーの略称
※上記一覧表は、各氏の有する全ての知見・経験を表すものではありません。
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（ご参考）当社の独立役員の独立性判断基準

当社は、「独立役員の独立性判断基準」を以下のとおり定め、次に掲げる項目のいずれにも該当しない場合には、当社から
十分な独立性を備えているものとみなします。

①当社の大株主（注１）またはその業務執行者
②当社を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
③当社の主要な取引先（注３）またはその業務執行者
④当社の主要な借入先（注４）またはその業務執行者
⑤当社またはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注５）を得ているコンサルタント、会計専門家ま

たは法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
⑥当社の直近の１事業年度において、1,000万円を超える寄付を当社またはその子会社から受けている者（当該寄付を受

けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
⑦当社またはその子会社の業務執行者が、現任の社外取締役または社外監査役として選任されている会社またはその親会

社もしくは子会社の業務執行者
⑧最近３年間において、①から⑦までのいずれかに該当していた者
⑨次のⅰ）からⅲ）までのいずれかに掲げる者（ただし、重要でない者を除く。）の近親者（配偶者または二親等内の親族

をいう。）
ⅰ）①から⑧までに掲げる者
ⅱ）当社の子会社の業務執行者
ⅲ）最近３年間において、ⅱ）または当社の業務執行者に該当していた者

（注）1.「大株主」とは、当社の議決権の10％以上を直接または間接に保有する者をいいます。
2.「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の取引先であって、当該取引先の直近の１事業年度において、取引額

につき１億円または当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれか高い金額を超える金額の支払いを当社ま
たはその子会社から受けた者をいいます。

3.「当社の主要な取引先」とは、当社の取引先であって、当社の直近の１事業年度において、取引額につき当社グル
ープの連結売上高の２％を超える金額を当社またはその子会社に支払った者をいいます。

4.「当社の主要な借入先」とは、当社の借入先であって、当社の直近の事業年度の末日において、当社グループの連
結総資産の２％を超える借入額に係る貸付債権を当社またはその子会社に対して有している者をいいます。

5.「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の合計が当社の直近の３事業年度の平均で年額1,000万円を超えるも
のをいいます。

以上
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当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により緩やかに回復傾向にあるものの、物価上昇
の継続を背景とする個人消費の下押しリスクやアメリカの政策動向による世界経済への影響等、先行き不透明な状
況が続いています。衣料品小売業界は、円安の長期化、原材料高、人件費上昇圧力や労働力不足のほか、記録的な
猛暑となった秋や寒暖差の激しい冬など厳しい事業環境であった一方、外出機会増加によるファッション需要の拡
大やインバウンド消費の増加などに支えられ底堅く推移しました。

このような状況の下、当社は2033年３月期を最終年度とする長期ビジョン「美しい会社ユナイテッドアローズ、
真善美を追求し続けることでサステナブルな社会の実現に貢献し、お客様に愛され続ける高付加価値提供グループ
になる」とともに、その達成を目指して2026年３月期を最終年度とする中期経営計画「感動提供 お客様と深く広
く繋がる」を策定し、３つの戦略を推進しています。

2025年３月期は「新しい価値提供を実現する」を経営方針に掲げ、３つの戦略により長期ビジョンと中期経営
計画の実現を目指しました。

1つ目のUA CREATIVITY戦略では、既存事業の成長拡大、ブランド力の強化、株式会社コーエンの再成長に
向けて取り組んでいます。

既存事業の成長拡大では、積極的な在庫調達を行いつつ、残暑や寒暖差の激しい冬などを想定したマーチャンダ
イジング戦略を展開したことに加え、オフィス回帰をとらえ、オンオフ兼用の衣料を拡充したこと等が実績に繋が
りました。あわせて商品クオリティの向上を伴う販売単価の引き上げや、事業特性を踏まえた精緻な価格設定を実
施したことで、単体の小売＋ネット通販既存店において、客単価を前期比101.8%と伸ばしつつ、買上客数も同
109.2%と伸長したことにより、売上高は同111.2％と成長しました。

売上総利益率については、気温変動に関わらず安定的な需要がある中軽衣料や服飾雑貨の厚みをつけて定価販売
を強化したことや、精緻な価格設定により原価率上昇を抑制したこと等が奏功し、前期から改善が図れました。

ブランド力の強化に向けて、企業イメージの刷新を目指したプロモーションを実施したほか、「ユナイテッドア
ローズ」での創業35周年記念企画や「グリーンレーベル リラクシング」でのテレビCМなど各主力ブランドでも
販売促進活動を積極化し、新規顧客の獲得と既存顧客のロイヤリティ向上に繋げました。

株式会社コーエンは、マーチャンダイジングの修正やプロモーション等の実施により、増収したものの、セール
販売の増加や商品評価損の拡大により減益となりました。

２つ目のUA MULTI戦略では、業容拡大に向けた事業開発やグローバル展開の拡大によって、当社の価値提供
の領域を広げ、お客様層を拡大させることを目指しています。

新たなお客様層の拡大やテイスト軸の課題解決に向けて、アパレル領域では新ブランドの展開を着実に進めてい
ます。若年層に向けたウィメンズブランドの「ATTISESSION（アティセッション）」、自立した女性に向けた

「conte（コンテ）」の実店舗を出店し、お客様層やテイスト軸を広げています。加えて、韓国のバッグブランド
「OSOI（オソイ）」の国内独占販売権を取得し、自社ネット通販サイト内でのブランドサイトの開設や実店舗での
コーナー展開を開始するとともに、単独店の出店に向けた準備も進めています。また、シューシャインサービスを
営む株式会社BOOT BLACK JAPANの全株式の取得も実施するなど、価値提供の拡大に向けた新たな取り組み
も始動しました。

グローバル展開の拡大に向けて、2025年１月に中国大陸初の直営店を出店したことを足掛かりに、中国大陸で
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の事業拡大を目指して準備を加速させています。

３つ目のUA DIGITAL戦略では、OMO（＊１）の推進とサプライチェーンの最適化を軸に取り組んでいます。
OMOの推進では、新会員制度が順調に稼働し、会員売上やクロスユーザー数（＊２）等の指標が前期から伸長

しています。自社ECアプリのリニューアルも行い、お客様の買物体験価値や利便性の向上を図ったことで、アプ
リ経由の売上や一人当たりの商品閲覧数等の指標が向上しました。

サプライチェーンの最適化では、新商品管理基幹システムの開発が完了し、2025年４月より稼働しています。
商品発注から販売に至る工程がデジタル化され業務効率化が図れるほか、在庫配分の精度が向上することで販売機
会ロスの縮小、物流関連コストの抑制等が見込めます。

（＊１）OMO： Online Merges with Offlineの略。オンラインとオフラインの融合を指す。
（＊２）クロスユーザー：実店舗と自社ECを併用される会員様を指す。

出退店については、トレンドマーケットで10店舗の出店、１店舗の退店、ミッド・トレンドマーケットで９店舗
の出店、１店舗の退店、アウトレットで１店舗の出店、１店舗の退店を実施した結果、当連結会計年度末の小売店
舗数は211店舗、アウトレットを含む総店舗数は238店舗となりました。

連結子会社の状況については、株式会社コーエン（決算月：１月）は増収減益、海外子会社の台湾聯合艾諾股份
有限公司（決算月：１月）は増収増益となりました。出退店については、株式会社コーエンは５店舗の出店、２店
舗の退店により当連結会計年度末の店舗数は74店舗、台湾聯合艾諾股份有限公司は１店舗の出店により当連結会計
年度末の店舗数は10店舗となっています。

以上により、グループ全体での新規出店数は26店舗、退店数は５店舗、当連結会計年度末の店舗数は322店舗と
なりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前期比12.4％増の150,910百万円となりました。売上総利益は前期比
13.2％増の78,629百万円となり、売上総利益率は前期差0.4ポイント増の52.1％となりました。販売費及び一般管
理費は、宣伝強化による宣伝費の増加、賃上げおよび人員増に伴う人件費の増加、出店増による減価償却費の増加
および売上増加に伴う変動費の増加などにより、前期比12.6％増の70,645百万円、売上高構成比は前期差0.1ポイ
ント増の46.8％となりました。

以上により、当連結会計年度の営業利益は7,984百万円（前期比18.5％増）、経常利益は8,539百万円（前期比
14.1％増）となりました。主に不採算店舗による減損損失や本部オフィスの移転に係る一時的な費用等を特別損失
として計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は4,282百万円（前期比12.2％減）となりました。
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②設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は6,014百万円であり、その主なものは、新規出店および既存店舗の改装投資

ならびにソフトウェアへの投資によるものであります。

③資金調達の状況
該当事項はありません。
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（2）直前3事業年度の財産及び損益の状況

第33期
（2022年３月期）

第34期
（2023年３月期）

第35期
（2024年３月期）

第36期
（当連結会計年度）
（2025年３月期）

売上高 （百万円） 118,384 130,135 134,269 150,910

経常利益 （百万円） 2,827 6,900 7,486 8,539

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 732 4,341 4,876 4,282

1株当たり当期純利益 （円） 25.71 152.37 175.43 155.13

総資産 （百万円） 59,703 61,184 60,204 70,142

純資産 （百万円） 30,069 33,702 35,030 37,821

1株当たり純資産 （円） 1,055.23 1,182.72 1,269.38 1,369.92

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。
２．第36期の株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））

に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、
１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
第36期において１株当たり当期純利益の算定上、控除した株式給付信託(BBT-RS)に係る自己株式の期中平均株式数は133千株であ
り、１株当たり純資産の算定上、控除した株式給付信託(BBT-RS)に係る自己株式の期末株式数は129千株であります。
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（3）重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会社名 資本金 議決権の所有割合
又は所有割合 主要な事業内容

株式会社コーエン 100百万円 100.0％ 衣料品および身の回り品の小売

台湾聯合艾諾股份有限公司 60百万新台湾ドル 100.0％ 衣料品および身の回り品の小売

悠艾（上海）商貿有限公司 400百万円 100.0％ 衣料品および身の回り品の小売

（4）対処すべき課題
当社では経営理念および５つの価値創造の実現に向け、2023年５月に2033年３月期を最終年度とする長期ビジョ

ン「美しい会社ユナイテッドアローズ、真善美を追求し続けることでサステナブルな社会の実現に貢献し、お客様に
愛され続ける高付加価値提供グループになる」を発表いたしました。

長期ビジョン達成時において、当社は高感度・高付加価値ライフスタイル提供グループでありたいと考えていま
す。これは創業来掲げている日本の生活文化のスタンダードの創造であり、日本において高感度な生活をするために
当社が欠かせない存在になるということです。ファッションを軸にした既存ドメインでの成長拡大に加え、非アパレ
ル領域への進出も検討・実施し、業容と顧客層を拡大させることで生活文化のスタンダードの創造と長期ビジョンの
達成を目指します。

長期ビジョンに基づく2033年３月期の定量目標として、以下を目指してまいります。
・連結売上高 2,500億円
・連結営業利益 250億円
・連結営業利益率 10.0%

また昨今、持続可能な社会の実現に向け、環境、社会、ガバナンスを重視した企業経営の重要性がますます高まっ
ています。「５つの価値創造」を基本に、サステナビリティ課題への取り組みを主体的に進めるため、2020年５月に

「サプライチェーン」「資源」「コミュニティ」「人材」「ガバナンス」の５つのテーマを設定しました。

これらに加え、2022年８月には、小売業界・ファッション業界が持つ課題としてステークホルダーの皆様から特
に注目の高い、「サーキュラリティ」「カーボンニュートラル」「ヒューマニティ」という３つのカテゴリーに紐づく
数値について、2031年３月期を最終年度とした目標を設定しました。これらの目標の達成に向け具体的な取り組み
を進め、その進捗や活動内容を積極的に発信してまいります。
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当社は、2026年３月期を最終年度とする中期経営計画「感動提供 お客様と深く広く繋がる」を発表しました。長
期ビジョンの達成に向けた最初の３年間として、OMOの取り組みを軸に既存のお客様との関係性を深めながら新た
な事業開発を進め、業容とお客様層を拡大させていきます。

本中期経営計画は、UA CREATIVITY戦略、UA MULTI戦略、UA DIGITAL戦略の３つの戦略で構成されて
います。

UA CREATIVITY戦略
UA CREATIVITY戦略では、既存事業の成長拡大、ブランド力の強化、株式会社コーエンの再成長を進めます。

既存事業の成長拡大については、トップラインの成長と売上総利益率の向上を目指します。

トップラインの成長については、OMO推進による売上拡大および新規出店を進めます。2022年３月の自社ECサ
イト「ユナイテッドアローズオンライン」のリニューアル以降、ECと実店舗の在庫の連動、スタイリングやオンラ
イン接客など店舗スタッフによるデジタルを活用した接客等、OMOをより推進する取り組みを進めています。これ
らの取り組みを進化させつつ、ハウスカードプログラムの刷新およびリニューアルした自社ECアプリを軸に、お客
様との接点の拡大を図りながら、実店舗、ネット通販双方の売上強化を図ります。

売上総利益率の向上については、原価のコントロール、適量な在庫調達とプロパー消化率（＊）の改善、ネット通
販の売上総利益率改善を行います。原価上昇要因が続く中、緻密な価格設定と原価抑制策を進め、原価率を適正水準
に維持します。適正量の在庫調達を行い、プロパー消化率を高めることで売上総利益率を向上させます。ネット通販
についてもセール販売の抑制やオリジナル企画商品の売上強化を行い、売上総利益率を高めます。

（＊）プロパー消化率：総仕入金額の内、プロパー（定価）で販売した金額の比率を指す。

ブランド力の強化については、人的資本への投資拡大、企業ブランドのリブランディングを進めます。

当社の競争力の源泉は、魅力的な商品を企画、調達するモノの力、それを高度な接客技術でお客様にお届けするヒ
トの力、お客様に快適で高揚感のある買い物体験を提供できるウツワの力であり、これらを支え、ブランド価値を構
築するのは当社の人的資本である従業員です。本中期経営計画においては、従業員のエンゲージメントを向上させる
ことで当社のブランド力を高めます。従業員自らが自発的に学習し、能力を高めていけるよう、ビジネススクールの
受講や資格取得の支援など、教育体制を拡充します。タレントマネジメントシステムを積極的に活用し、従業員一人
ひとりの経験、スキル、ビジョンを可視化し、今後の様々な取り組みに対して適材適所の人員配置を進め、モチベー
ション高く業務を行える環境を整えます。あわせて新規採用を強化します。
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企業ブランドのリブランディングは、新たな企業イメージを作り上げる新規ブランドを開発し、企業体そのものを
一新させていく取り組みです。ビジネス、フォーマルに強い、トラッドでコンサバティブ、信頼感、安心感があると
いう既存のポジティブなイメージを保ちつつ、さらにアクティブで、幅広い世代にアピールできる企業ブランドに再
構築します。

連結子会社の株式会社コーエンについては、ニュートレンドマーケットにおいて確固たる地位を確立するべく、成
長拡大を図ります。

UA MULTI戦略
UA MULTI戦略は長期的に当社の価値提供の幅を広げるための戦略で、業容拡大に向けた事業開発、グローバル

拡大を進めます。

業容拡大に向けた事業開発については、若年層を視野に入れた新規ブランド開発、ヨガ、ゴルフ、アウトドアなど
近年スタートしたアパレル派生型ブランドの強化、アパレル以外の領域の検討・実施、当社のブランド力や商品開発
力を活かした法人ビジネスの拡大を行います。

グローバル拡大については、新規出店による台湾事業の成長に加え、コロナ禍で一時中止していた中国市場に向け
た取り組みを進めます。自社ECの多言語化対応を進めて越境ECを強化するほか、他国への卸販売も強化します。

UA DIGITAL戦略
UA DIGITAL戦略は今後の成長を見据えた設備投資を行い、企業運営を効率化させていく戦略で、OMOの推進、

サプライチェーンの最適化を進めます。

OMOの推進についてはUA CREATIVITY戦略に含まれるハウスカードプログラムの刷新、自社ECアプリのリニ
ューアルへの設備投資を行い、実店舗、オンラインストア、アプリが一体となった強固な販売体制を構築します。

サプライチェーンの最適化については、今後の業容拡大を視野に入れたインフラ投資を行います。商品企画から販
売までをカバーする既存の商品管理基幹システムを、アパレル以外も含めた長期的な業容拡大に対応できるものに刷
新します。並行して商品調達のデジタル化も進めて商品発注から納品までのステイタスを可視化させ、在庫調達の精
度を上げ、運営の効率化を図ります。将来的な業容拡大を視野に入れた物流センターの再編も実施し、センターの設
備増強や、OMOに最適化させた体制整備を進めます。
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2026年３月期を最終年度とする中期経営計画の最終年度にあたる2026年３月期のグループ経営方針として、当社
は「感動提供 新しい価値提供を加速する」を掲げています。前年度に準備を進めた新たな価値提供に向けた取り組
みについて、具体的な進行を図ります。この方針の実現に向けて、UA CREATIVITY戦略、UA MULTI戦略、UA
DIGITAL戦略の３つの戦略を進めます。

UA CREATIVITY戦略では、気候変動や社会潮流の変化への対応力を高めた上で、商品価値の引き上げとそれに
見合う精緻な価格設定、積極的な在庫調達を行いつつ、広告宣伝活動の強化による既存事業の成長拡大を図ります。
加えて人的資本への投資、ブランディング活動によるブランド力強化、株式会社コーエンの再成長に向けて取り組み
ます。

UA MULTI戦略では、2025年３月期に開始した新規事業の出店拡大に加え、ライフスタイルブランド「NICE
WEATHER」、バッグブランドの「OSOI」などの新たな取り組みを進めます。海外については、台湾事業の拡大や
中国大陸での本格展開を行います。

UA DIGITAL戦略では、会員様向けプログラム「UAクラブ」や自社ECアプリの活用を通じたOMO施策を推進
します。インフラ面では、2025年４月に稼働を開始した新商品管理基幹システムを活用し、調達原価の低減や在庫
配分の精度向上による販売機会ロスの縮小を図ります。加えて物流センターの機械化を図り、効率的な物流体制を整
えます。

2026年３月期の出店につきましては、株式会社ユナイテッドアローズでは新規出店20店舗、退店３店舗、期末店
舗数255店舗、株式会社コーエンでは新規出店３店舗、退店１店舗、期末店舗数76店舗、台湾聯合艾諾股份有限公司
では新規出店３店舗、期末店舗数13店舗、悠艾（上海）商貿有限公司では新規出店１店舗、期末店舗数１店舗、グル
ープ全体では新規出店27店舗、退店４店舗、期末店舗数345店舗を見込んでおります。

以上により、2026年３月期の連結業績予想につきましては、売上高165,677百万円（前期比9.8％増）、営業利益
9,000百万円（前期比12.7％増）、経常利益9,034百万円（前期比5.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は
5,084百万円（前期比18.7％増）を見込んでおります。

利益配当金につきましては、中間配当：１株につき20円、期末配当金：１株につき54円、年間配当金：１株につ
き74円（予想配当性向40.4％）とさせていただく予定です。
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（5）主要な事業内容（2025年３月31日現在）
当社グループは、紳士服・婦人服などの衣料品ならびに関連商品の企画、仕入および販売を行っております。
なお、商品別の売上高および売上高構成比は次のとおりであります。

商品別
第36期（当連結会計年度）

2025年３月期
（参考）第35期
2024年３月期

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）
メンズ 44,872 29.7 40,404 30.1
ウィメンズ 71,383 47.3 62,604 46.6
シルバー＆レザー 717 0.5 580 0.4
雑貨等 2,418 1.6 2,284 1.7
その他 31,518 20.9 28,396 21.2
合計 150,910 100.0 134,269 100.0

（注）1．「シルバー＆レザー」とは株式会社ユナイテッドアローズにおける「CHROME HEARTS」ブランドの銀製装飾品および皮革製ウェア
売上高です。

2．数量については、商品内容が多岐にわたり、その表示が困難なため記載を省略しております。
3．「その他」には、アウトレット、催事販売、連結子会社である株式会社コーエンおよび台湾聯合艾諾股份有限公司等の売上高が含まれ

ております。

（6）主要な事業所および店舗（2025年３月31日現在）
①本社 東京都渋谷区神宮前三丁目28番１号

②本部オフィス 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目18番５号

③店舗 （単位：店）

期末店舗数
第36期

2025年３月期
第35期

2024年３月期 増減

当社グループ計 322 301 +21
株式会社ユナイテッドアローズ 238 221 +17

トレンドマーケット 112 103 +9
ミッド・トレンドマーケット 99 91 +8
アウトレット 27 27 -

株式会社コーエン 74 71 +3
台湾聯合艾諾股份有限公司 10 9 +1

（注）1. 株式会社ユナイテッドアローズ トレンドマーケットには「ユナイテッドアローズ総合店」「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆
ユース ユナイテッドアローズ」等が含まれております。

2. 株式会社ユナイテッドアローズ ミッド・トレンドマーケットには「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等が含
まれております。
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（7）従業員の状況（2025年３月31日現在）
①企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減
4,096

（603）
名
名

116名増
（115）名増

（注）1．当社グループは紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・販売を行っている単一セグメント・単一事業部門であるため、
グループ全体での従業員数を記載しております。

2．従業員数は就業員数であり、短時間勤務従業員を640名含んでおります。短時間勤務従業員とは、育児や本人の身体上の理由等により
就業規則に定める勤務時間での就業が困難な者に対し、勤務時間等を個別に取り決めた従業員をいいます。また、パートおよびアル
バイト従業員の人数は（ ）内に年間平均雇用人数を外数で記載しております。

②当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
3,750

（341）
名
名

104名増
（119）名増 35.5歳 9.9年

（注）従業員数は就業員数であり、短時間勤務従業員を603名含んでおります。短時間勤務従業員とは、育児や本人の身体上の理由等により就
業規則に定める勤務時間での就業が困難な者に対し、勤務時間等を個別に取り決めた従業員をいいます。また、パートおよびアルバイト
従業員の人数は（ ）内に年間平均雇用人数を外数で記載しております。

（8）主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

借入先 借入額

株式会社三井住友銀行 650百万円
株式会社りそな銀行 650百万円

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2．会社の現況
（1）株式の状況（2025年３月31日現在）

①発行可能株式総数 190,800,000株

②発行済株式の総数 30,213,676株

③株主数 20,168名

④大株主（上位10名）

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,511,800 12.66
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,468,100 12.50
重松 理 2,438,400 8.79
株式会社エー・ディー・エス 2,000,000 7.21
JPモルガン証券株式会社 871,441 3.14
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 779,900 2.81
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） 583,115 2.10
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 438,105 1.57
三菱UFJ信託銀行株式会社 428,000 1.54
瀧定名古屋株式会社 428,000 1.54

（注）1．持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
2．上記のほか、当社保有の自己株式2,475,565株があります。当該自己株式の株式数には、業績連動型株式給付信託（BBT-RS）が保有

する当社株式129,721株は含んでおりません。
3．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 8,202株 ４人
監査等委員である取締役（社外取締役） ０株 ０人

（注）当社取締役の株式報酬の内容につきましては、事業報告39頁「2.(3)⑤取締役の報酬等」に記載しております。
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（2）新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（3）会社役員の状況
①取締役の状況（2025年３月31日現在）

会社における地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 松 崎 善 則
社長執行役員 CEO
株式会社コーエン 代表取締役 会長
台湾聯合艾諾股份有限公司 董事長
悠艾（上海）商貿有限公司 董事長

取 締 役 木 村 竜 哉 専務執行役員
株式会社コーエン 代表取締役 社長

取 締 役 中 澤 健 夫 常務執行役員 CFO 管理本部 本部長

取 締 役 田 中 和 安 常務執行役員 開発本部 本部長

取締役 常勤監査等委員
（社 外） 西 脇 徹 株式会社サローアドバイザリー 代表取締役

取 締 役 監 査 等 委 員
（社 外） 倉 橋 雄 作

倉橋法律事務所 代表弁護士
兼松株式会社 社外監査役
NISSHA株式会社 社外監査役
三菱倉庫株式会社 社外監査役

取 締 役 監 査 等 委 員
（社 外） 鷹 野 志 穂 株式会社エトワ 代表取締役 社長

カーライルジャパンLLC シニアアドバイザー

（注）1．取締役（監査等委員）西脇徹氏、倉橋雄作氏および鷹野志穂氏は、社外取締役であります。
2．取締役（監査等委員）西脇徹氏は、金融機関等での業務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものでありま

す。
3．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために取締役（監査等委員）西脇徹氏を常勤の監査等委員として選

定しております。
4．取締役（監査等委員）鷹野志穂氏は、2025年３月26日付で藤田観光株式会社の社外取締役を退任いたしました。
5．当社は、取締役（監査等委員）西脇徹氏、倉橋雄作氏および鷹野志穂氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。
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②事業年度中に退任した取締役
氏名 退任日 退任理由 退任時の地位

酒井 由香里 2024年６月26日 任期満了 取締役 常勤監査等委員（社外）

③責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

④役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社および当社子会社の全ての役員等を被保険者とする会社法第430条の３第１項

に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしており
ます。ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免
責事由があります。また、当該保険契約に係る保険料は当社が全額を負担しております。
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⑤取締役の報酬等
a. 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額等

区分 支給人員
報酬等の種類別の額

基本報酬 業績連動報酬等
（金銭報酬）

業績連動報酬等
（非金銭報酬） 計

取締役（監査等委員である取締役を除く。） ４名 113百万円 34百万円 54百万円 203百万円

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

４
(４)

35
（35）

―
（―）

―
（―）

35
(35)

合計 ８ 149 34 54 239

（注）１．取締役（監査等委員）の報酬等の総額には、2024年６月26日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等
委員）１名を含んでおります。

２．業績連動報酬等（非金銭報酬）は、当事業年度における業績連動型株式給付信託（BBT-RS）に係る費用計上額を含んでおります。
３．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
４．取締役報酬に関する株主総会における決議内容は以下のとおりとなります。

区分 報酬の種類 報酬限度額 株主総会決議日 株主総会終結時点の
役員の員数

取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）

金銭報酬 年額350百万円以内
（使用人分給与を含まない。）

2020年６月19日
第31回定時株主総会 取締役６名

非金銭報酬
（譲渡制限付株式報酬） 年額450百万円以内 2020年６月19日

第31回定時株主総会 取締役６名

非金銭報酬
（業績連動型株式給付
信託（BBT-RS））

３事業年度当たり165,600ポ
イントを上限とする

2023年６月26日
第34回定時株主総会 取締役４名

取締役（監査等委員） 金銭報酬 年額200百万円以内 2016年６月23日
第27回定時株主総会 取締役（監査等委員）３名

５．金銭による業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標は、株主の皆様の関心が高い指標であり、かつ業績を評価する
上で適切な指標であることから、連結営業利益の期初計画達成度としています。なお、業績連動報酬等の額の算定方法は、事業報告
40頁「2.(3)⑤b.取締役の報酬等の内容の決定に関する方針（ⅲ）役員賞与（業績連動報酬等に該当する金銭報酬）に関する業績指標
の内容および報酬等の額の算定方法の決定に関する方針」に記載のとおりであります。また、当該業績指標に関する実績としまして、
当事業年度の連結営業利益額が7,984百万円であったことから、達成度は109.3％となり、これに各取締役の個別評価を加味して決定
いたします。

６．非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）の内容は、当社の株式であり、割当の際の条件等は、当社第34回定時株主総会事業報告47頁
「2.(3)⑤b.（ⅲ）譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬等）に関する業績指標の内容、報酬等の内容および報酬等の額もしくは数またはそ
の算定方法の決定に関する方針」のとおりであります。なお、2023年６月26日開催の当社第34回定時株主総会第３号議案を決議い
ただいたことにより、当該報酬枠は廃止しています。

７．非金銭報酬（業績連動型株式給付信託（BBT-RS））の内容は、業績連動型株式報酬（株式給付信託（BBT-RS））であり、ポイント付
与や業績連動に関する条件等は、事業報告41頁「2.(3)⑤b.取締役の報酬等の内容の決定に関する方針（ⅳ）株式報酬（非金銭報酬等

（業績連動報酬等に該当する株式報酬を含む。）)に関する業績指標の内容、報酬等の内容および報酬等の額もしくは数またはその算定
方法の決定に関する方針」に記載のとおりであります。なお、当該報酬の算定の基礎として選定した業績指標は、中期経営計画に定
める経営目標と紐付け、連結営業利益額と連結自己資本利益率（ROE）としており、当該事業年度の連結営業利益額は7,984百万円
であり、連結自己資本利益率（ROE）は11.8％であります。

８．当社の非業務執行取締役については、金銭による基本報酬のみを支給しております。
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b. 取締役の報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2023年５月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し

ております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法
および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬等委員会か
らの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の
個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

（ⅰ）基本方針
当社の役員報酬は業績向上による持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資することを基本方針とし、役

割、職務、職位に見合う報酬基準および報酬構成となるよう設計いたします。取締役（監査等委員である取締役
を除く。）のうち代表取締役を含めた業務執行取締役の報酬は、役割、職務、職位の報酬基準に基づいて設定し
た固定報酬、各事業年度の会社業績や個々が設定する業務目標の達成度等の短期業績を反映した役員賞与、中長
期業績を反映した株式報酬（株式給付信託（BBT））により構成するものとします。

（ⅱ）基本報酬（金銭報酬）に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬については、月額固定報酬によるものとし、第三者による企業経営者の報酬に関する

調査に基づき、同業他社または同規模の他社の報酬水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮した上で、役
割、職務、職位の報酬基準に基づいて決定いたします。

（ⅲ）役員賞与（業績連動報酬等に該当する金銭報酬）に関する業績指標の内容および報酬等の額の算定方法の決
定に関する方針

当社の業務執行取締役の役員賞与の額については、取締役報酬テーブルに定められた基本賞与額に対象事業年
度の連結営業利益の期初計画達成度を乗じて算定し、各業務執行取締役の個別評価を勘案した上で決定します。
各業務執行取締役への配分は、取締役報酬テーブルのランクが高くなるほど賞与係数（基本報酬と賞与の総額に
占める賞与の割合）も高くなるよう設定されており、単年度経営目標に対するコミットメントをより強めること
を目的としています。なお、連結営業利益が当初業績予想に対して一定の水準を下回る場合、賞与は原則として
支給されません。役員賞与が支給される場合の支給額案については、指名・報酬等委員会の諮問を経て、取締役
会において決定され、事業年度末日から一定期間内に支給されるものとします。



支給形式 金銭

固定報酬
48～58％程度

役員賞与
20～22％程度

株式

譲渡制限付株式報酬
11～15％程度

業績連動型株式報酬
11～15％程度

報酬構成
割合
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（ⅳ）株式報酬（非金銭報酬等（業績連動報酬等に該当する株式報酬を含む。）)に関する業績指標の内容、報酬等
の内容および報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針

当社の業務執行取締役の株式報酬は、株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する
報酬体系を構築することを目的とし、取締役報酬テーブルのランクが高くなるほど報酬全体に占める割合が高く
なるよう設定されており、当社および当社グループ会社の取締役および執行役員を退任するまで譲渡制限が付さ
れる譲渡制限付株式報酬ならびに、中期経営計画の達成に向けたコミットメントを強める目的から、中期経営計
画の達成度合いに応じて支給される業績連動株式報酬により構成されます。

譲渡制限付株式報酬は、中期経営計画の対象期間中、当社の業務執行取締役に就任していることを条件に、毎
年の定時株主総会において業務執行取締役として選任される度に付与されるものとし、付与される株式数は取締
役の役割、職務、職位の報酬基準に基づいて決定され、当社および当社グループ会社の取締役および執行役員を
退任するまでの間、譲渡に対する制限が付されています。

また、業績連動株式報酬については、当社の連結営業利益額および連結自己資本利益率（ROE）の達成度を
基本指標としますが、その対象となる中期経営計画において、その他の指標を取締役会が設定した場合には、そ
の指標も含めて算定し、中期経営計画の対象期間終了後に在任期間に合わせて付与されます。

なお、譲渡制限株式報酬と業績連動株式報酬のいずれについても、付与対象である業務執行取締役において、
株主総会もしくは取締役会において解任の決議をされた場合のほか、在任中はもちろん退任後であっても、在任
中に一定の非違行為や会社に損害が及ぶような不適切行為等が見られた場合には、取締役会の決議に基づき、当
該者が受領した株式および金銭に相当する経済価値の返還を請求することができるものとしています。

以上の株式報酬は、当社が設定した信託が当社株式を取得し、対象となる取締役に対して当社株式を交付する
株式交付信託によって支給されます。具体的には、取締役会で定めた役員株式給付規程に基づき、付与対象であ
る業務執行取締役に対して取締役の役割、職務、職位の報酬基準に応じてポイントを付与し、付与を受けたポイ
ント数に応じて、取締役会で定めた役員株式給付規程に従って算出された株式数の当社株式を交付するもので
す。

（ⅴ）金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の
決定に関する方針

当社の業務執行取締役の役員報酬の報酬構成は「固定報酬」、「役員賞与」および「株式報酬」（「譲渡制限付株
式報酬」・「業績連動型株式報酬」）で構成しております。「役員賞与」および「株式報酬」が標準額であった場
合、報酬構成は以下の方針で決定いたします。

（注）１．取締役の職務等に応じて、構成比率は異なります。
２．上記の図は一定の会社業績および当社株価をもとに算出したイメージであり、会社業績の変動等に応じて上記割合も変動します。



株式報酬金銭報酬

連結営業利益達成率、連結自己資本利益率
※その他取締役会で定めた指標連結営業利益達成率
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３．各業績連動報酬の評価指標は下記のとおりです。

（ⅵ）取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役に区分して、株主総会において定められ

た総額の範囲内において、各取締役へ配分するものとします。そのうち、基本報酬（金銭報酬）は、月額固定報
酬のため、年俸の12分の１を月給として、毎月所定の日付に支給されるものとします。なお、役員賞与（業績
連動報酬等に該当する金銭報酬）および株式報酬（非金銭報酬等（業績連動報酬等に該当する株式報酬を含
む。））の支給のタイミングは、上記（ⅲ）および（ⅳ）のとおりです。

（ⅶ）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
当社は、独立社外取締役の適切な助言を得ることで、報酬等の決定に関する透明性および公正性をより向上せ

るため、指名・報酬等委員会を設置しております。当社の監査等委員以外の取締役の個別の報酬決定手続として
は、上記方針に従い、株主総会の承認によって定められた枠内で、取締役会の決議に基づき決定しています。か
かる決定に際しては、指名・報酬等委員会の諮問を経て、その審議および答申内容を踏まえることとしておりま
す。なお、指名・報酬等委員会は、上記に加え、取締役報酬等に関する方針、構成、報酬テーブルや算定ルール
についての妥当性の検証や改定案の提示等を行います。

c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役会は、代表取締役 社長執行役員 松崎善則氏に対し、各取締役の役員賞与（業績連動報酬等）の

評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の職
務執行等の評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容等の決
定にあたっては、事前に指名・報酬等委員会がその妥当性等について確認しております。
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⑥社外役員に関する事項
ａ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役（常勤監査等委員）西脇徹氏は、株式会社サローアドバイザリーの代表取締役であります。当社は兼
職先との間に特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）倉橋雄作氏は、倉橋法律事務所の代表弁護士、兼松株式会社、NISSHA株式会社およ
び三菱倉庫株式会社の社外監査役であります。当社は各兼職先との間に特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）鷹野志穂氏は、株式会社エトワの代表取締役社長およびカーライルジャパンLLCのシ
ニアアドバイザーであります。当社は各兼職先との間に特別な関係はありません。

ｂ．当事業年度における主な活動状況

出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 常勤監査等委員 西 脇 徹

【取締役 監査等委員会 委員長】
新任の常勤監査等委員として、社外取締役就任後に開催した取締役会14
回のうち全てに出席し、また監査等委員会11回のうち全てに出席しまし
た。会計監査や財務、法務、コンプライアンス等の幅広い知見や経験か
ら客観的かつ積極的な発言を行っており、監査等委員会 委員長として、
中長期的な企業価値向上に資するガバナンス体制を確保するための適切
な役割を果たしております。

【指名・報酬等委員会 委員】
新任の社外取締役として、社外取締役就任後に開催した指名・報酬等委
員会５回のうち全てに出席し、同委員として、コンプライアンス等に関
する豊富な知見から必要な発言を行っており、客観的・中立的立場で、
健全かつ効率的な経営の強化を図ることに関して、必要十分な監督およ
び助言機能を担っております。

取締役 監査等委員 倉 橋 雄 作

【取締役 監査等委員】
当事業年度に開催した取締役会18回のうち全てに出席し、また監査等委
員会16回のうち全てに出席しました。主に弁護士としての専門的な見地
から積極的な発言を行っており、特に法的観点における意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

【指名・報酬等委員会 委員長】
当事業年度に開催した指名・報酬等委員会７回のうち全てに出席し、コ
ーポレートガバナンスや内部統制に関する豊富な知見から必要な発言を
行っており、指名・報酬等委員会 委員長として、客観的・中立的立場
で、経営体制の強化やサクセッションプラン等の決定プロセスに関して、
必要十分な監督および助言機能を担っております。



44 | The 36th Ordinary General Meeting of Shareholders

出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 監査等委員 鷹 野 志 穂

【取締役 監査等委員】
当事業年度に開催した取締役会18回のうち全てに出席し、また監査等委
員会16回のうち全てに出席しました。主にマーケティング等に関する豊
かな経験や長年の経営者としての深い知見から積極的な発言を行ってお
り、特に経営全般における客観的かつ中立的な助言を行う等、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

【指名・報酬等委員会 委員】
当事業年度に開催した指名・報酬等委員会７回のうち全てに出席し、同
委員として、他社の取締役経験による豊富な知見から必要な発言を行っ
ており、客観的・中立的立場で、経営体制の強化やサクセッションプラ
ン等の決定プロセスに関して、必要十分な監督および助言機能を担って
おります。

（4）会計監査人の状況
①名称 有限責任監査法人トーマツ

②報酬等の額

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 53百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 53百万円
（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分し

ておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況の詳細および報酬見積りの算定根拠について必要な確認を

行い、審議を行った結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。
3. 当社の子会社である台湾聯合艾諾股份有限公司および悠艾（上海）商貿有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受

けております。

③非監査業務の内容
該当事項はありません。

④会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等

委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任
後最初の株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行状況等から、その適格性や独立性に問題があると判断した場合
には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づ
きこれを株主総会に提出いたします。

⑤責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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（5）業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するた

めの体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

1．コンプライアンス体制
① 当社は経営理念の実現のために私たちがどのようなこころがけで、どのような行動をしていくべきかを表した

「ユナイテッドアローズグループ行動規範」を定めている。この「ユナイテッドアローズグループ行動規範」の下、
コンプライアンス体制を整備し、業務の健全性を確保することによって当社グループの社会的信頼を確保し、以って
経営理念の実現に資するための具体的な手続きとして「コンプライアンス規程」を定める。また、社会の変化、事業
活動の変化等に応じて、当社グループへの社会的信頼を確保するための各種の取り組みを推進し、経営理念の実現を
企図する。
② コンプライアンスを全社的かつ実効的に推進すべく「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに
関する方針、活動計画及び教育計画の検討・承認、並びにコンプライアンス上の課題の検討等を行う。
③ コンプライアンス上疑義のある行為が発生・発覚した場合には、取締役、執行役員及び従業員が「内部通報規
程」に則り、外部機関に匿名で通報できる「内部通報制度」を設け、どんなに小さな不正や不祥事をも見逃さない企
業風土を醸成することとする。また、会社は通報内容を秘匿扱いとし、通報者に対して不利な扱いを行わないことと
する。
④ 職務執行にあたっては、「業務分掌規程」や「職務権限規程」により各部署、職責ごとの職務範囲や決裁権限を
明確にし、適正な牽制、報告が機能する体制とする。
⑤ 社長直轄の「内部監査室」が定期的に各店舗・各部署の内部監査を実施し、法令、定款への適合状況及び社内規
程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。

2．情報の保存及び管理体制
① 「文書管理規程」において、取締役会の議事録を本社にて永年適切に保管しておくことを定める。また、同規程
において、当社における経営上重要、秘匿性の高い情報を種別化し、情報種別に応じた保存期間を定め、管理し、取
締役の職務の執行に必要と判断される文書が適宜閲覧可能な体制をとる。
② システム内に保存されている情報についても、情報システムに関する社内ルール、ガイドラインに基づいて閲覧
権限を設定し、経営上の重要情報の保存、管理を徹底することにより、不正アクセスや情報の漏えいを防止する。
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3．リスクマネジメント体制
① リスクマネジメント体制を整備し、リスクの発生の防止またはリスクが発生した場合の損失の最小化を図ること
によって、経営理念の実現に資することを目的として「リスク管理規程」を定める。役職員は、リスクマネジメント
を自律的に実践すべく、その業務の執行に際して、経営理念の実現を阻害するリスクの把握と対処に努める。
② リスクマネジメントを全社的かつ実効的に推進すべく「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクマネジメ
ントに関する方針、活動計画及び教育計画の検討・承認、事業環境の変化を踏まえた重要リスクの評価・選定及びそ
の対応策の検討・承認、並びにリスクマネジメント上の課題の検討等を行う。
③ 危機発生時には「対策本部」を立ち上げ、情報を集中管理のうえ対応を行うこととする。
④ 当社を取り巻く環境変化に伴い、各部門において常にリスク要因の見直しを行うとともに、規程や各種マニュア
ル整備を継続し、リスクの未然防止と危機発生時の適切な対応の両面からの体制整備を行うこととする。

4．効率的な職務執行体制
① 取締役としての職務執行上の意思決定は、法令及び「取締役会規則」、「職務権限規程」等に則り行われることと
する。
② 定時取締役会は月１回開催することとし、決議事項の審議と業務の執行状況や業績について報告を受けることと
する。また、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役間で随時打ち合わせを行うこととする。また、
原則毎週開催される「経営会議」にて社内取締役が重要事項の討議や決議を行う体制を確立し、十分な議論の場の確
保と経営スピードの向上の両立を図る。
③ 執行役員制度を導入することにより、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における意思決定と監督機能
を強化している。

5．グループマネジメント体制
① 子会社については、各社の自主的な運営を重んじつつ「関係会社管理規程」に基づいて子会社管理の基本方針や
体制を定め、この規程に沿って、業務上の重要事項についての必要な決裁や報告制度等の管理体制を整備する。ま
た、状況に応じて当社より子会社へ取締役及び監査役を派遣することで、業務の適正化を図るとともに、各子会社に
おける取締役会での報告等を通じて営業面の現況を把握する体制を整備することで業務の効率化を図るものとする。
② 当社では、子会社の管理面（規程や職務権限等）や、コンプライアンス、リスクマネジメントの体制整備につい
ては、各関係部門が連携して必要に応じて指導、支援を行うと同時に、内部通報制度等の仕組みを子会社へも展開す
ることで、当社グループとしての内部統制システムの整備を図るものとする。
③ 当社の「内部監査室」が子会社に対しても内部監査を実施することにより、法令、定款への適合状況や社内規程
に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。
④ 財務報告に係る内部統制は、子会社も含めた必要な体制構築を継続的に行うことで、財務報告の信頼性、ひいて
は社会的信頼性を確保、向上し続けるものとする。
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6．監査等委員会の監査体制
① 監査等委員会の職務を補助すべき兼任の使用人を置いており、この使用人の取締役（監査等委員である取締役を
除く。）からの独立性を確保するためにその任命、異動、評価、懲戒等については監査等委員会と協議の上決定する
こととする。
② 上記使用人への監査等委員会の指示の実効性を確保するために、その使用人への必要な調査権限の付与や各部署
の協力体制等を確保することとする。
③ 当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、当社グループに著しい損害を与える、あるいは与えるおそれの
ある重要な事項について当社の監査等委員会又は監査等委員に速やかに報告する。
④ 内部監査やリスクマネジメント委員会等で識別されたリスク等は、当社の監査等委員会へ定期的に報告される体
制とする。
⑤ 当社の監査等委員会又は監査等委員に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として降格や減給等の不利
な扱いを受けないことを確保する体制とし、その旨を周知徹底する。
⑥ 当社の監査等委員会又は監査等委員は、当社グループの取締役会等の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況
を把握するため、各社の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて各社の取締役、執行役員及び
従業員に説明を求めたり、必要な書類の閲覧を行ったりすることができる。
⑦ 当社の監査等委員会は、会計監査人、弁護士その他の外部アドバイザーを適宜活用できる。
⑧ 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用の償還、負担した債務の弁済を請求
したときには、その費用等が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じる。
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（6）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
上記の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づく、当事業年度における当該体制の運用状況の概

要は、次のとおりであります。なお、業務の適正を確保するための体制については、運用状況を定期的に確認した上
で、必要に応じて見直しを行っております。

１．リスク管理およびコンプライアンスに関する体制の運用状況
① 当事業年度は、定例の「リスクマネジメント委員会」を11回開催し、同委員会の中で特に「経営戦略」、「情報セ
キュリティ」および「コンプライアンス」などに関するリスクに焦点を当てた情報共有や討議を行いました。また、
定例の「コンプライアンス委員会」を４回開催し、それらの活動内容の概要は期初の取締役会および監査等委員会に
も報告されています。
② 内部通報制度の従業員への浸透を促進するため、内部通報窓口の案内を含む周知啓発メールを定期的に発信しま
した。また、内部通報制度の周知状況を図るべく、人事部主導で全従業員を対象とした「従業員意識調査」を毎年実
施するなど、内部通報制度を適切に運用しています。
③ 全社的な取り組みとして、職種に応じたWebテストやコンプライアンス研修等の啓発活動を実施するとともに、
情報セキュリティ対策として標的型メールに対する訓練や適宜注意喚起のメール発信等を実施しました。
④ 「リスク管理規程」に基づき、頻発する自然災害に対する注意喚起や被害状況の迅速な把握を行いました。また、
自然災害リスクだけでなく地政学的リスクなどを対象として、事業継続計画（BCP）および関連するマニュアルの
総合的な見直しを実施しました。

２．職務執行の適正および効率性の確保に関する体制の運用状況
① 当事業年度においては、取締役会を18回（うち定時取締役会12回、臨時取締役会６回）開催しました。中期経
営計画や単年度経営方針に基づいた活発な意見交換が行われ、適切な意思決定と監督機能の実効性が確保されていま
す。
② 取締役および執行役員を対象とした役員研修を実施し、実効性の向上に向けた取り組みを行いました。

３．当社グループの管理体制の運用状況
① 「関係会社管理規程」に基づき、適宜、当社と子会社の管理担当者との情報共有を図ることによって、グループ
としての業務の適正と効率的な運営に繋げました。なお、上記「リスクマネジメント委員会」および「コンプライア
ンス委員会」には、主要な関係会社の管理担当役員も参加しました。
② 子会社の規程類を随時見直し、グループとしての統一運用を図るべき部分については改定を実施いたしました。
また、法改正等への対応についてはグループ全体で漏れなく規程改定が行われるよう、関係各部にて連携しつつ対応
を行いました。
③ 当社「内部監査室」が主要な子会社に対して継続して内部監査を実施することによって、内部統制システムの維
持に繋げています。
④ 主要な子会社については、同社の幹部社員に対するリスクヒアリング・アンケート等を実施し、重要なリスクを
把握する等、リスク管理の強化に努めています。
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４．監査等委員会の監査体制の運用状況
① 当事業年度においては、監査等委員会を16回（うち定時監査等委員会12回、臨時監査等委員会４回）開催しま
した。
② 内部通報制度等により把握された当社グループのコンプライアンス上疑義のある行為や、「リスクマネジメント
委員会」等で識別されたリスクについては、監査等委員会に対して適宜報告されています。
③ 「三様監査体制」に基づき各種情報交換等を進めてまいりました。
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連結貸借対照表（2025年３月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額

資産の部
流動資産 44,816

現金及び預金 6,665
受取手形及び売掛金 185
商品 24,191
貯蔵品 539
未収入金 12,301
関係会社短期貸付金 3
その他 930

固定資産 25,325
有形固定資産 8,205

建物及び構築物 5,919
機械及び装置 469
土地 569
建設仮勘定 230
その他 1,016

無形固定資産 5,804
ソフトウェア 1,663
ソフトウェア仮勘定 4,113
その他 28

投資その他の資産 11,314
関係会社長期貸付金 23
差入保証金 7,624
繰延税金資産 2,204
その他 1,464
貸倒引当金 △2

資産合計 70,142

科目 金額

負債の部

流動負債 27,767

支払手形及び買掛金 11,636

電子記録債務 929

短期借入金 1,028

未払金 7,133

未払法人税等 2,633

賞与引当金 2,043

役員賞与引当金 48

資産除去債務 211

その他 2,103

固定負債 4,552

資産除去債務 4,407

株式給付引当金 92

その他 53

負債合計 32,320

純資産の部

株主資本 38,122

資本金 3,030

資本剰余金 4,538

利益剰余金 37,594

自己株式 △7,040

その他の包括利益累計額 △300

為替換算調整勘定 △300

純資産合計 37,821

負債純資産合計 70,142
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連結損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）

科目 金額

売上高 150,910
売上原価 72,281
売上総利益 78,629
販売費及び一般管理費 70,645
営業利益 7,984
営業外収益 717

受取利息 4
保険配当金 21
受取賃貸料 11
持分法による投資利益 357
移転補償金 194
その他 127

営業外費用 162
支払利息 14
為替差損 90
賃貸費用 12
その他 45

経常利益 8,539
特別損失 1,456

固定資産除却損 299
減損損失 543
本社移転費用 233
関係会社出資金売却損 379

税金等調整前当期純利益 7,082
法人税、住民税及び事業税 2,876
法人税等調整額 △76
当期純利益 4,282
親会社株主に帰属する当期純利益 4,282
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連結株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）

項目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2024年４月１日 残高 3,030 4,538 34,837 △7,069 35,336
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △1,525 △1,525
親会社株主に帰属する当期純利益 4,282 4,282
自己株式の取得 △0 △0
株式給付信託による自己株式の
処分 29 29
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 2,756 28 2,785
2025年３月31日 残高 3,030 4,538 37,594 △7,040 38,122

項目
その他の包括利益累計額

純資産合計為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

2024年４月１日 残高 △306 △306 35,030
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △1,525
親会社株主に帰属する当期純利益 4,282
自己株式の取得 △0
株式給付信託による自己株式の
処分 29
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 5 5 5

連結会計年度中の変動額合計 5 5 2,791
2025年３月31日 残高 △300 △300 37,821
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連結注記表
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 ３社
連結子会社の名称 ㈱コーエン

台湾聯合艾諾股份有限公司
悠艾（上海）商貿有限公司

（2）持分法の適用に関する事項
持分法を適用した非連結子会社の数及び主要な会社等の名称
持分法を適用した非連結子会社の数 １社
主要な会社等の名称
非連結子会社 ㈱BOOT BLACK JAPAN

なお、㈱BOOT BLACK JAPANについては、新たに株式を取得したことから、当連結会計年度より、持分
法を適用した非連結子会社に含めております。

また、CHROME HEARTS JP(同)については2024年12月に持分の全てを売却したため持分法適用関連会社
でなくなりました。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち㈱コーエンと台湾聯合艾諾股份有限公司の決算日は、１月31日であります。また、悠艾（上

海）商貿有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類
を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っ
ております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
（ａ）有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券

・市場価格のないもの
移動平均法による原価法

（ｂ）デリバティブ取引により生ずる債権（及び債務）の評価基準及び評価方法
時価法

（ｃ）棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品 …………………………… 総平均法
貯蔵品 ………………………… 最終仕入原価法
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産 …………………… 建物（建物附属設備は除く）

・2007年３月31日以前に取得したもの
旧定額法によっております。

・2007年４月１日以降に取得したもの
定額法によっております。

建物以外
・2007年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。
・2007年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては定額法を採用しております。

無形固定資産 …………………… ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）による定額
法、それ以外の無形固定資産については定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
（ａ）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（ｂ）賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上しております。

（ｃ）役員賞与引当金
役員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上しております。

（ｄ）株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株式の交付等に備えるため、当連結会計年度末にお
ける株式給付債務の見込額を計上しております。

④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しておりま
す。なお、在外子会社の資産・負債は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に
おける為替換算調整勘定に含めております。
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⑤ 収益の計上基準
（ａ）企業の主要な事業における主な履行義務の内容

（商品の販売）顧客に商品を引き渡す履行義務
（自社マイル）顧客が保有するマイルから交換したクーポン(以下、マイルクーポン)を行使した時に値引き等

を提供する履行義務
（自社ポイント）顧客がポイントを行使した時に値引き等を提供する履行義務

（ｂ）企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）
（商品の販売）顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。

ただし、インターネット等の通信販売及び卸売については商品を出荷した時点で収益を認
識しております。

（自社マイル）顧客がマイルクーポンを行使した時点で収益を認識しております。
（自社ポイント）顧客がポイントを行使した時点で収益を認識しております。

（ｃ）企業が顧客に提供する財又はサービスの識別
（代理人取引）一部の販売取引について、顧客への販売取引における当社の役割が代理人に該当する取引につ

いては当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しておりま
す。

３．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。
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４．表示方法の変更に関する注記
連結貸借対照表

前連結会計年度の連結貸借対照表において、「無形固定資産」の「その他」に含まれていた「ソフトウェア」
（前連結会計年度1,361百万円）及び「ソフトウェア仮勘定」（前連結会計年度1,818百万円）は、金額的重要性
が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。

５．会計上の見積りに関する注記
（1）商品の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
金額

（百万円）
商品 24,191
商品評価損 201

（注）商品評価損は洗替法による戻入額相殺後の額であります。
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

商品の評価についての判断にあたり、過去実績及び将来の在庫消化予測に基づく棚卸資産評価を実施してお
り、商品ブランド別に在庫年齢単位で分類されたグループ毎の原価割れ販売実績率及び在庫消化見込み額を算定
しております。

当連結会計年度における商品の取得原価からの簿価の切下額は1,176百万円であります。
なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の原価割

れ販売実績率及び在庫消化額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、商品の簿価の
切下額に重要な影響を与える可能性があります。

（2）固定資産の減損
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

金額
（百万円）

有形固定資産 8,205
減損損失 543

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
固定資産の減損判定を実施する際の回収可能価額は、取締役会にて承認された翌連結会計年度の予算及び中期

経営計画等の将来業績予測を基礎とする使用価値に基づき算定しております。これを超える期間（新規出店もし
くは全面改装を起算とし10年経過する時点まで）のキャッシュ・フローについては、一定の売上高成長率を用
いております。なお、使用価値は、見積キャッシュ・フローを現在価値に割引くことにより評価しております。

なお、当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の使用価値
が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、減損損失の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
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６．追加情報に関する注記
取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度

当社は、2023年６月26日開催の第34回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役、及び
それ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。）及び委任契約を締結している執行役員（以下、「取締役
等」 と い う。） に 対 し て、 業 績 連 動 型 株 式 報 酬 制 度 「株 式 給 付 信 託 （BBT-RS（＝ Board Benefit
Trust-Restricted Stock））」（以下、「本制度」という。）を導入することを決議いたしました。本制度は、当社及
び当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としたものであり、当
社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度であります。

本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取
扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に準じております。

（１）取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設計される信託を「本信

託」という。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当
社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度であります。

（２）信託に残存する自社の株式
本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は、303百万円、株式数は
129,721株であります。

７．連結貸借対照表に関する注記
（1）資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 12,566百万円

（2）流動負債「その他」のうち、契約負債の残高
契約負債 1,755百万円
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８．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普 通 株 式 (株) 30,213,676 ― ― 30,213,676

（2）自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普 通 株 式 (株) 2,617,586 137 12,437 2,605,286

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の主な増加は、単元未満株式の買取請求による増加137株であります。
２．普通株式の自己株式の株式数の主な減少は、株式給付信託(BBT-RS)による当社株式の処分12,437株であり

ます。

（3）配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024 年 ６ 月 26 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 1,054 38 2024年３月31日 2024年６月27日

2024 年 11 月 ７ 日
取 締 役 会 普通株式 471 17 2024年９月30日 2024年12月５日

（注）１．2024年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT-RS)が保有する自社の株式
に対する配当金5百万円が含まれております。

２．2024年11月７日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT-RS)が保有する自社の株式に
対する配当金2百万円が含まれております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025 年 ６ 月 23 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 1,275 46 2025年３月31日 2025年６月24日
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９．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、紳士服・婦人服等の衣料品並びに関連商品の企画・仕入及び販売等を行うための設備投資計

画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用
し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。不動産賃借等物件に係る敷金

及び保証金は、差入先・預託先の経済的破綻等によりその一部または全額が回収できないリスクがあります。当
該リスクに関しては、所定の管理マニュアルに従い、定期的に差入先・預託先の財政状態を把握する体制として
おります。

営業債務である支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は、ほとんど１年以内の支払期日であります。ま
た、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

借入金は、主に運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で
１年後であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
（ａ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリン
グし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽
減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額によ
り表されています。

（ｂ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動

性リスクを管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「電
子記録債務」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するこ
とから、注記を省略しております。

連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

（1）差入保証金 7,624 6,571 △1,052
資産計 7,624 6,571 △1,052

（注）1．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（百万円）

現金及び預金 6,665
受取手形及び売掛金 185
未収入金 12,301

（注）2．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

短期借入金 1,028 ―
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（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。
レベル１の時価 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価 レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価

（百万円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 ― 6,571 ― 6,571
資産計 ― 6,571 ― 6,571

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金

差入保証金の時価は、リスクフリーレート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。
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10．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

金額
（百万円）

小売 105,037
ネット通販 44,126
卸売 467
その他 1,278
顧客との契約から生じる収益 150,910

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項（4）会計方針に関する事項 ⑤収益の計上基準」に記
載のとおりであります。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

当連結会計年度

契約負債（期首残高） 1,848百万円
契約負債（期末残高） 1,755百万円

契約負債は主に、顧客への販売に伴って付与する自社マイル(マイルクーポン換算額)及び自社ポイントであり、連
結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。

また、当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額に重要性はありま
せん。

11．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,369円92銭
１株当たり当期純利益 155円13銭

（注） 株 主 資 本 に お い て 自 己 株 式 と し て 計 上 さ れ て い る 株 式 給 付 信 託 （BBT-RS（＝ Board Benefit
Trust-Restricted Stock））に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計
算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から
控除する自己株式数に含めております。

当連結会計年度において１株当たり当期純利益の算定上、控除した株式給付信託(BBT-RS)に係る自己株式
の期中平均株式数は133,639株であり、１株当たり純資産の算定上、控除した株式給付信託(BBT-RS)に係る
自己株式の期末株式数は129,721株であります。

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸借対照表（2025年３月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額

資産の部
流動資産 42,267

現金及び預金 6,517
受取手形及び売掛金 344
商品 22,530
貯蔵品 539
前渡金 93
前払費用 688
未収入金 11,505
関係会社短期貸付金 3
その他 45

固定資産 25,187
有形固定資産 8,120

建物及び構築物 5,919
機械及び装置 469
工具、器具及び備品 1,015
土地 569
建設仮勘定 146

無形固定資産 5,781
ソフトウェア 1,645
ソフトウェア仮勘定 4,108
その他 28

投資その他の資産 11,285
関係会社株式 400
関係会社長期貸付金 5,449
長期前払費用 1,462
繰延税金資産 2,169
差入保証金 6,892
その他 2
貸倒引当金 △2
関係会社貸倒引当金 △5,087

資産合計 67,455

科目 金額

負債の部
流動負債 25,434

買掛金 10,860

電子記録債務 929

未払金 6,767

未払費用 39

未払法人税等 2,621

預り金 116

前受収益 95

賞与引当金 1,987

役員賞与引当金 48

資産除去債務 174

その他 1,795

固定負債 4,195

関係会社債務保証損失引当金 62

株式給付引当金 92

資産除去債務 3,988

その他 53

負債合計 29,630

純資産の部

株主資本 37,825

資本金 3,030

資本剰余金 4,218

資本準備金 4,095

その他資本剰余金 122

利益剰余金 37,617

利益準備金 31

その他利益剰余金 37,586

自己株式 △7,040

純資産合計 37,825

負債純資産合計 67,455
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損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）

科目 金額

売上高 139,355
売上原価 66,887
売上総利益 72,467
販売費及び一般管理費 64,201
営業利益 8,266
営業外収益 658

受取利息 16
保険配当金 21
受取賃貸料 13
移転補償金 194
関係会社貸倒引当金戻入益 189
関係会社業務受託収入 105
その他 116

営業外費用 892
支払利息 2
為替差損 78
賃貸費用 13
関係会社貸倒引当金繰入額 692
関係会社債務保証損失引当金繰入額 62
その他 43

経常利益 8,032
特別利益 156

関係会社出資金売却益 156
特別損失 904

固定資産除却損 299
減損損失 263
本社移転費用 228
関係会社株式評価損 112

税引前当期純利益 7,285
法人税、住民税及び事業税 2,864
法人税等調整額 △45
当期純利益 4,466
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株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） （単位：百万円）

項目

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金 利益準備金 その他利益
剰余金

2024年４月１日 残高 3,030 4,095 122 31 34,645 △7,069 34,855

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △1,525 △1,525

当期純利益 4,466 4,466

自己株式の取得 △0 △0
株式給付信託による
自己株式の処分 29 29

事業年度中の変動額合計 2,940 28 2,969

2025年３月31日 残高 3,030 4,095 122 31 37,586 △7,040 37,825

項目 純資産合計

2024年４月１日 残高 34,855

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △1,525

当期純利益 4,466

自己株式の取得 △0
株式給付信託による
自己株式の処分 29

事業年度中の変動額合計 2,969

2025年３月31日 残高 37,825
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個別注記表
１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．重要な会計方針に係る事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 …………………… 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品 …………………………… 総平均法
貯蔵品 ………………………… 最終仕入原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 …………………… 建物（建物附属設備は除く）

・2007年３月31日以前に取得したもの
旧定額法によっております。

・2007年４月１日以降に取得したもの
定額法によっております。

建物以外
・2007年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。
・2007年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ

いては、定額法を採用しております。
② 無形固定資産 …………………… ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）による定額

法、それ以外の無形固定資産については定額法によっております。
③ 長期前払費用 …………………… 定額法

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 関係会社貸倒引当金
関係会社に対する債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

③ 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上しております。
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④ 役員賞与引当金
役員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に対応した支給見積相当額を計上しております。

⑤ 株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株式の交付等に備えるため、当事業年度末における株
式給付債務の見込額を計上しております。

⑥ 関係会社債務保証損失引当金
関係会社への債務保証などに係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計
上しております。

（4）収益の計上基準
① 企業の主要な事業における主な履行義務の内容

（商品の販売）顧客に商品を引き渡す履行義務
（自社マイル）顧客が保有するマイルから交換したクーポン(以下、マイルクーポン)を行使した時に値引き等

を提供する履行義務
② 企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）

（商品の販売）顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
ただし、インターネット等の通信販売及び卸売については商品を出荷した時点で収益を認

識しております。
（自社マイル）顧客がマイルクーポンを行使した時点で収益を認識しております。

③ 企業が顧客に提供する財又はサービスの識別
（代理人取引）一部の販売取引について、顧客への販売取引における当社の役割が代理人に該当する取引につ

いては当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しておりま
す。

３．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

４．表示方法の変更に関する注記
貸借対照表

前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「その他」に含まれていた「ソフトウェア仮勘定」（前
事業年度1,818百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

損益計算書
前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に含まれていた「関係会社業務受託収入」（前

事業年度101百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
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５．会計上の見積りに関する注記
（1）商品の評価

① 当事業年度の計算書類に計上した金額
金額

（百万円）
商品 22,530
商品評価損 106

（注）商品評価損は洗替法による戻入額相殺後の額であります。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
商品の評価についての判断にあたり、過去実績及び将来の在庫消化予測に基づく棚卸資産評価を実施してお

り、商品ブランド別に在庫年齢単位で分類されたグループ毎の原価割れ販売実績率及び在庫消化見込み額を算定
しております。

当事業年度における商品の取得原価からの簿価の切下額は1,014百万円であります。
なお、当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の原価割れ

販売実績率及び在庫消化額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、商品の簿価の切下額に重
要な影響を与える可能性があります。

（2）固定資産の減損
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

金額
（百万円）

有形固定資産 8,120
減損損失 263

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
固定資産の減損判定を実施する際の回収可能価額は、取締役会にて承認された翌事業年度の予算及び中期経営

計画等の将来業績予測を基礎とする使用価値に基づき算定しております。これを超える期間（新規出店もしくは
全面改装を起算とし10年経過する時点まで）のキャッシュ・フローについては、一定の売上高成長率を用いて
おります。なお、使用価値は、見積キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより評価しております。

なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の使用価
値が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。
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６．追加情報に関する注記
取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度

当社は、2023年６月26日開催の第34回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役、及び
それ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。）及び委任契約を締結している執行役員（以下、「取締役
等」 と い う。） に 対 し て、 業 績 連 動 型 株 式 報 酬 制 度 「株 式 給 付 信 託 （BBT-RS（＝ Board Benefit
Trust-Restricted Stock））」（以下、「本制度」という。）を導入することを決議いたしました。

制度の詳細については、「連結注記表 ５．追加情報に関する注記」に記載のとおりであります。

７．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 11,557百万円

（2）保証債務
下記の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。

株式会社コーエン 587百万円

（3）関係会社に対する債権債務
関係会社に対する短期金銭債権 280百万円
関係会社に対する短期金銭債務 7百万円

８．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 671百万円
仕入高 952百万円
営業費用 37百万円

営業取引以外の取引高
営業外収益 13百万円

９．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 2,605,286株
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10．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

繰延税金資産
一括償却資産 59百万円
未払事業税 166百万円
賞与引当金 608百万円
減損損失 572百万円
商品評価損 268百万円
サンプル商品評価損 111百万円
資産除去債務 1,310百万円
関係会社株式評価損 130百万円
関係会社貸倒引当金 1,603百万円
関係会社債務保証損失引当金 19百万円
その他 869百万円
繰延税金資産小計 5,722百万円
評価性引当額 △3,146百万円

繰延税金資産合計 2,575百万円
繰延税金負債

資産除去債務 △406百万円
繰延税金負債合計 △406百万円
繰延税金資産の純額 2,169百万円
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11．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種 類 会 社 等
の 名 称

資本金
又は

出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関係内容

取引の内容 取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員
兼任等

事業上
の関係

子会社 株式会社
コーエン 100百万円

衣 料 品
及 び 身
の 回 り
品 の 小
売

所有
直接
100.0

役員の
兼任
5名

―

資金の貸付
（注)２(3) 4,350

長期
貸付金
（注)

４
4,000

資金の回収 4,350

利息受取
（注)２(3) 7 ― ―

業務受託
（注)２(2) 94 未収

入金 25

子会社
台湾聯合
艾諾股份
有限公司

60百万
新台湾
ドル

衣 料 品
及 び 身
の 回 り
品 の 小
売

所有
直接
100.0

役員の
兼任
4名

―

資金の貸付
（注)
１、２(3)

606
長期
貸付金
（注)

５
1,405

資金の回収
（注）１ 754

利息受取
（注)
１、２(3)

5 ― ―
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役員及び個人主要株主等

種 類 氏名又は会社
等の名称

資本金又
は出資金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関連当事
者との関

係
取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

役員が議
決権の過
半数を所
有してい
る 会 社

（当 該 会
社の子会
社 を 含
む）

有限会社
順 理 （注）
３

88

衣 料 品
販 売、
船 舶 及
び 車 両
の レ ン
タ ル、
不 動 産
売買

― 顧問

顧問料
の支払
（注)２(1)

業務受託
（注)２(2)

16

7
未収入金 0

（注）１．取引金額及び期末残高には為替差損益が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等

（1）顧問料の支払については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
（2）業務委託料については、人件費等のコストを勘案し、両社の協議により合理的に決定しております。
（3）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

なお、担保は受け入れておりません。
３．2024年12月４日付で、有限会社オスカーから商号変更いたしました。
４．株式会社コーエンへの長期貸付金（貸倒懸念債権）に対し、4,000百万円の貸倒引当金を計上しておりま

す。また、当事業年度において、692百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。なお、当事業年度に
おいて、62百万円の債務保証損失引当金を計上しております。

５．台湾聯合艾諾股份有限公司への長期貸付金（貸倒懸念債権）に対し、1,087百万円の貸倒引当金を計上して
おります。また、当事業年度において、189百万円の貸倒引当金戻入益を計上しております。
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12．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 ９．収益認識に関する注記」に
同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

13．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,370円06銭
１株当たり当期純利益 161円79銭

（注） 株 主 資 本 に お い て 自 己 株 式 と し て 計 上 さ れ て い る 株 式 給 付 信 託 （BBT-RS（＝ Board Benefit
Trust-Restricted Stock））に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計
算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から
控除する自己株式数に含めております。

当事業年度において１株当たり当期純利益の算定上、控除した株式給付信託(BBT-RS)に係る自己株式の期
中平均株式数は133,639株であり、１株当たり純資産の算定上、控除した株式給付信託(BBT-RS)に係る自己
株式の期末株式数は129,721株であります。

14．重要な後発事象に関する注記
子会社の増資

当社は、2025年５月８日開催の取締役会において、以下の通り中国における子会社への増資を決議いたし
ました。
（1） 増資の目的

当社の中国地域事業を中長期的に安定拡大させるため、現地でのブランド認知向上と顧客獲得を目的とし
て、上海市内を中心とした新規出店等を行うための投資費用に充当するものです。
（2） 増資する子会社の概要
①子会社の名称 悠艾（上海）商貿有限公司
②所在地 中華人民共和国上海市徐匯区
③事業の内容 衣料品および身の回り品の小売
④増資金額 400百万円
⑤増資後の資本金 800百万円
⑥出資比率 当社100％
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年５月16日

株式会社 ユナイテッドアローズ
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 広 瀬 勉業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 中 井 雅 佳業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ユナイテッドアローズの2024年４月１日から2025年３月

31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ユナイテッドアローズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示
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することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関し
て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を
許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年５月16日

株式会社 ユナイテッドアローズ
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 広 瀬 勉業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 中 井 雅 佳業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ユナイテッドアローズの2024年４月１日から2025

年３月31日までの第36期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計
算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を
許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第36期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたし

ました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的

に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と

連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま

た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業

の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適

正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事

業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月22日

株式会社ユナイテッドアローズ監査等委員会
常勤監査等委員 西 脇 徹 ㊞（社 外 取 締 役）
監 査 等 委 員 倉 橋 雄 作 ㊞（社 外 取 締 役）
監 査 等 委 員 鷹 野 志 穂 ㊞（社 外 取 締 役）

以 上




